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演習場周辺における住宅防音事業の実施について（通知）

標記について、演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱（平成１９年防衛

省訓令第１０９号）第１２条の規定に基づき、別紙のとおり定めたので通知

する。

別紙添付書類：



別紙

演習場周辺における住宅防音事業の実施について

１ 住宅防音工事の対象とする室等について

住宅防音工事の対象は、住宅の居室とし、専用調理室（台所）、区画された玄関、

浴室等は、原則として対象としないものとする。

また、住宅防音工事は、補助の対象とする住宅の世帯（住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）第６条第１項の規定に基づき作成される住民基本台帳に登載された

世帯をいう。以下同じ。）の人員に応じて次の表に掲げる居室数以内の居室を対象と

して、実施するものとする。

世 帯 人 員 居 室 数

１ 人 ２ 居 室

２ 人 ３ 居 室

３ 人 ４ 居 室

４人以上 ５ 居 室

２ 住宅防音工事に係る設計監理費の算定について

同一建築士事務所が同一設計を繰り返し行う場合における演習場周辺住宅防音事業

補助金交付要綱（平成１９年防衛省訓令第１０９号。以下「交付要綱」という。）第

３条第１項第２号に規定する設計監理費の額は、次の式により算定する。

※ この算式において、Ａ及びＮの意義は、それぞれ次のとおりとする。

Ａ：１件当たりの住宅防音工事を実施した場合の設計監理費

Ｎ：同一建築士事務所が同一設計を実施する件数

なお、この規定により処理し難いものについては、地方協力局地域社会協力総括課

長と協議の上、これを処理するものとする。

３ 住宅防音事業に関する事務処理及び個人情報の取扱いについて

交付要綱を実施するために必要な事務処理及び個人情報の取扱いについては、防衛

施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業の実施について（地防第３

６０６号。２２．３．２９）の別添の５の規定に準じて行うものとする。
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